
りです。

【歳入】 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 76,840 千円

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられた

社会保障施策に要する経費

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

「国」による分類 「下郷町」による分類 国庫支出金 町　債 その他
地方消費税交付金

（社会保障財源化分） その他

社 会 福 祉 費 141,527 61,574 0 38,634 16,257 25,062

老 人 福 祉 費 11,642 0 0 8,878 1,088 1,676

児 童 福 祉 費 64,642 42,552 0 11,494 4,169 6,427

小　　　計 217,811 104,126 0 59,006 21,514 33,165

国民健康保険特別会
計 繰 出 金

43,910 5,686 0 19,816 7,243 11,165

後期高齢者医療特別
会 計 繰 出 金

27,114 0 0 20,336 2,667 4,111

介護保険特別会計繰
出 金

121,096 4,017 0 2,008 45,275 69,796

小　　　計 192,120 9,703 0 42,160 55,185 85,072

衛 生 費 849 0 0 490 141 218

小　　　計 849 0 0 490 141 218

410,780 113,829 0 101,656 76,840 118,455

　※４　社会保険：保険的方法によって社会保障を行う制度の総称で、法令に基づき実施される「強制保険」的な制度

　　　　事例）国民健康保険、介護保険、年金　など

　※５　保健衛生：国民の健康を保つための施策

　　　　事例）医療に係る施策、感染症その他の疾病の予防対策、健康増進対策　など

り、下記はその中で使用される用語及び事例を抜粋したものです。

　※１　社会保障４経費：制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費

　※２　その他社会保障施策に要する経費：社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策

　※３　社会福祉：生計の困難な者や心身に障害のある者に対して必要な援助を行う等国民の生存権を確保することによって、国民生活の

　　　　内容を豊かならしめること

　　　　事例）生活保護、児童福祉、母子福祉、高齢者福祉、障害者福祉　など

　本表は、消費税率引き上げに伴う財源の充当先（社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費）を示すもの（総務省事務通達）であ

（単位：千円）

事　業　名
令和６年度
決算額

財　源　内　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

社　会　福　祉

社　会　保　険

保　健　衛　生

合　　　　計

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

【歳出】 410,780 千円

令和６年度　地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられた社会保障施策に要する経費の状況

　平成26年度４月１日より消費税率（国・地方）が5％から8％に引き上げられ、また令和元年10月１日からは

8％から10%に引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会

保障施策に要する経費に充てられるものとされています。

　下郷町の令和６年度一般会計決算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当状況は、次のとお


